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中小企業組合等支援施策情報
■平成25年度小規模事業者活性化補助金の公募について　【中小企業庁】
中小企業庁では、小規模事業者が、女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を活かした新商品・新

サービスを開発し、早期に市場取引を達成することが見込まれる場合の、開発等に要する経費の一部について

補助します。

現在、補助対象事業を募集しています。

○補　  助　  率：補助対象経費の2／ 3以内

○補 助 上 限 額：200万円

○補助事業期間：交付決定日から平成26年2月3日（月）まで

○公  募  締  切：平成25年8月16日（金）　17：00必着

○応  募  方  法：	公募要領等の詳細は、以下の小規模事業者活性化補助金事務局のホームページをご参照

ください。

【お問い合わせ先】　小規模事業者活性化補助金　事務局　☎03-5551-9295

　　　　　　　　　※土日祝日を除く10:00 〜 12:00及び13:00 〜 17:00

　　　　　　　　　http://www.shokibo-kassei.jp/

■推薦貸付制度の拡充について　【商工中金】
商工中金と本会で行っている「中央会推薦貸付制度」について、新たに「再生可能エネルギー活用支援」「海外

展開支援」「組合間連携支援」を共通支援テーマとして追加設定しましたので、ご活用下さい。

※具体的な支援対象テーマ

□新設組合支援	 □女性・子育て支援　

□ものづくり支援	 □環境対策支援　

□地域資源活用支援（農商工連携を含む）	 □BCP支援　

□事業承継支援	 □再生可能エネルギー活用支援（追加）　

□海外展開支援（追加）	 □組合間連携支援（追加）　

［貸付制度の概要］

貸付対象者 本会ならびに当金庫が定める支援対象テーマ（※）に取組む組合・組合員で
本会から推薦された者

資金使途 設備資金、運転資金

貸付限度 100百万円（貸付金額は商工中金所定の審査によります）

貸付利率 当金庫所定の貸付利率－0．3％（固定金利）
ただし、貸付期間5年超については、長期プライムレートを下限とします。

貸付期間 商工中金所定の審査によります

担　保 商工中金所定の審査の結果、必要となる場合があります

保証人 （組合へのご融資の場合）原則、組合役員
（組合員へのご融資の場合）原則、代表者1名

期限前返済 可能です。但し、期限前返済手数料が発生する場合がございます

詳細については、商工中金秋田支店までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】　商工中金秋田支店　☎018-833-8531

■平成25年度建設業経営基盤強化支援事業の募集について　【秋田県】
秋田県では、技術力と経営力の向上を図り、地域に貢献していく建設業者を支援するため、成長分野への事

業展開や新たな施工方法・施工技術の開発・導入等により、経営基盤強化を図ろうとする取組に要する経費

の一部を助成します。

現在、補助対象事業者を募集しています。

小規模事業者とは
　常時使用する従業員が20人以下（商業・サー
ビス業の場合は5人以下）の法人・個人事業者
のこと
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会員組合探訪
大館曲げわっぱ協同組合
■組合の紹介
大館曲げわっぱ協同組合は、大館市内の曲げわっぱ製造業者が集

まって、天然秋田杉の共同購買、曲げわっぱ製品の共同販売事業を

通じて、組合員の経済的地位の向上を目的に昭和54年10月に設立

しました。また、組合では国の伝統的工芸品の指定を目指し、設立の

翌年に指定を受け現在に至っています。

■主な事業の内容とその成果
当組合の主な事業は、物産展や百貨店及び展示会等での共同販売

です。また、平成22年から、大館市大町の空き店舗を活用し、「曲げ

わっぱ体験工房」を開設し、毎年利用者が増えており、大館市の新た

な観光スポットとして期待されています。

最近は、インターネット販売等を中心に近隣諸国で製造された商

品を「大館曲げわっぱ」と称して販売している事例が見られ、産地と

して危機感を抱いていたことから、昨年より地域団体商標の取得に

向けた準備を進め、今年6月21日付で登録されました。

■今後の展開
今後、地域団体商標に登録されたことを受け、模倣品や粗

悪品を「大館曲げわっぱ」と称して販売する業者に対し、名

称使用の差し止めを求めていくこととしています。また、小

畑大館市長に商標登録を報告した際に、記念イベントの開

催等について提案いただき、今後実現に向けて検討してい

くこととしています。

【組合の概要】
●所  在  地　大館市字馬喰町17番地
●代表理事　佐々木悌治
●出  資  金　1,395,000円
●組合員数　8名
●主な事業　共同生産、共同販売、共同購買
●成立年月日　昭和54年10月19日

【佐々木悌治理事長（中央）】

【商標登録を見る小畑市長】

○補助対象者（次のいずれかに該当する者）

　（1）	建設業許可を受けている県内中小企業者のうち、直近の決算における建設業に係る売上高が売上高全

体の50％以上を占める者

　（2）	代表者として主体的な役割を担う（1）の建設業者を含む2以上の中小企業者の合併により設立される

会社（合併後存続する会社を含む。）

　（3）	（1）の企業が50％以上出資して新たに設立する県内中小企業者

○補助事業の実施期間

　事業採択決定通知のあった日から、補助事業を完了する日と平成26年3月25日のいずれか早い日まで

○補助対象事業

　①新分野進出型…	環境・エネルギー、観光、農業等の成長分野へ展開する事業であって、その事業の分野

が日本標準産業分類における大分類「建設業」以外の分野であるもの

　②新事業活動型…	新技術・新工法の開発・導入等による新たな需要開拓の取組などにより、建設業本業

の強化を図る事業

○補助率及び補助上限額

　①新分野進出型…補助対象経費の1／ 2以内、上限500万円

　②新事業活動型…補助対象経費の1／ 2以内、上限200万円

○募集締切：平成25年9月20日（金）

【お問い合わせ先】　秋田県建設部　建設政策課　建設業班

　　　　　　　　　☎018-860-2425、2426　FAX	018-860-3800


